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Always by your side 

2023 年 11 月 29 日、国会は世界的な税源浸食防止規定（GloBE ルール）に基づく追加の法人所得税

（CIT）適用に関する決議第 107/2023/QH15を可決した。 

本決議はグローバルミニマム税及びベトナムでの法人税の税金計算式、追加申告・納付期限に関す

る規定に従いベトナムで追加の法人所得税（CIT）を納付しなければならない対象を定めている。 

これに従い、グローバルミニマム税の規定に基づく追加課税の対象は、対象会計年度の直前 4 年度

のうち 2 年度以上において、連結財務諸表における売上高が 7 億 5,000 万ユーロ相当以上ある多国

籍企業グループに属する企業、組織、事業拠点等が対象となる。 

ただし、政府機関、国際団体、非営利団体、最終親会社である投資および年金基金、最終親会社で

ある不動産投資法人、資産価値の少なくとも 85% を上記の組織を通じて直接的または間接的に所有

している組織は、グローバルミニマム税の対象外である。 

追加の法人所得税は、本決議の第 4 条に定められている計算式に従い計算される。そのうち、最低

税率（15％）と実際の税率の差額を追加税率とする。 

グローバルミニマム税は適格国内ミニマム課税（QDMTT）及び所得合算ルール（IIR）の 2 つのルー

ルから構成される。 

事項 適格国内ミニマム課税（QDMTT） 所得合算ルール（IIR） 

適用対象 

 

ベトナムでの企業、組織、事業拠点はグ

ローバルミニマム税の規定に従って売上

高があり、ベトナムの実際の税率が最低

税率を下回る。 

 

- 最終親会社 

- 部分所有親会社 

- 中間親会社 

海外で低税率の対象となる構成単位の所

有権を直接的または間接的に保有してい

るベトナムでの上記企業 

免除条件 

 

以下の 2つの条件を両方満たす場合、追

加国内ミニマム課税はゼロになる。 

-  ベトナムでの平均売上高は 1,000万ユ

ーロ未満である。 

- ベトナムでの平均利益は 100万ユーロ

未満、又は赤字である。 

以下の 2つの条件を両方満たす場合、追

加税額はゼロになる。 

-当該国での平均売上高は 1,000万ユーロ

未満である。 

- 当該国での平均利益は 100万ユーロ未

満、又は赤字である。 

必要な申

告 

- グローバルミニマム税の規定に従う情報申告 

- 追加の法人税申告 

- 会計基準間の違いに関する説明 

申告・納

付期限 

 

対象会計年度終了から 12か月 

 

- 初年度：対象会計年度終了から 18か月 

- 次の会計年度：対象会計年度終了から 15

か月 



 
 

HA NOI HEAD OFFICE 
8F, Vinafor Building, 127 Lo Duc, 
Hai Ba Trung, Hanoi 
Tel:  +(84)24 – 39 765 761 
Fax: +(84)24 – 39 765 762 

YOKOHAMA BRANCH 
12F, Yokohama Blue-Avenue, 4-
4-2 Minatomirai, Nishi-Ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
Japan 

DANANG OFFICE 
Zone G, 5F, Danang Software Park, 02 
Quang Trung, Hai Chau Dist., Danang 
Tel:  +(84)236 – 3 898 325 
Fax: +(84)236 – 3 898 326 

HO CHI MINH OFFICE 
I-share Business Center, 8F, Loyal 
Building, 151 Vo Thi Sau, ward 6, Dist 3, 
Ho Chi Minh City 
Tel:  +(84)28 - 71 088 468 

 

 

AIC VIETNAM CO., LTD 

Always by your side 

ベトナム

でのグロ

ーバルミ

ニマム税

の申告・

納付の対

象 

- ベトナムに構成単位が 1 つしかない場合、その単位は GloBE に従い追加の法人所

得税の申告・納付を行う。 

- ベトナムに複数の構成単位等がある場合、当該多国籍企業より指定される構成単

位が申告・納付を行う（対象会計年度末から 30日以内）。 

当該多国籍企業が所定の期限を過ぎても上記指定を行わない場合、税務当局はベ

トナムにおける構成単位を申告・納付の対象として指定する。 

- GloBE に従う追加法人税は国家予算へ納付される。 

移行期間

中の免除

規定 

- 移行期間中、以下のいずれかの条件を満たす場合、当該会計年度の追加税額はゼ

ロとなる。 

• 総売上高が 1,000 万ユーロ未満、税引前利益が 100 万ユーロ未満、または赤字

である適格国別報告書を作成している場合。 

• 実効税率は 2023 年および 2024 年において少なくとも 15% となり、 2025 年に 

16%、2026 年に 17%である場合。 

• 国別報告書において税引前利益（または損失）は、GloBE 規則に基づく有形固

定資産の簿価及び人件費に関わる控除額以下である場合。 

- 移行期間中、グローバルミニマム税の申告・提出違反に関する税務上の罰則はな

い。  

(2026 年 12 月 31 日以前の会計年度に適用されるが、2028 年 6 月 30 日以後に終了する
会計年度は含まれない。) 

 

本決議は 2024 年 1 月 1 日から有効となり、2024 年の会計年度から適用される。 

 

 

お問合せ 

 

詳細は以下の Emailアドレスまでお問合せ下さい。 

AIC VIETNAM CO., LTD 

E- mail: advisory@aic-vietnam.com 

Tel: 84-024-39765761 
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